
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号

保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
四
十
三
条
ノ
三
第
一
項
及
び
第
四
十
三
条
ノ
五
第
三
項
の
規
定
に
基
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
指
定
に
関
す
る
公
示
）

第
一
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
保
険
医
療
機
関
若
し
く
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
し
た
と
き
、
又
は
保
険
医
療
機
関
若
し
く
は
保
険
薬
局
が
指
定
の
取
消
し
若
し
く
は
辞
退
に
よ
つ
て
保
険
医
療
機
関
若
し
く
は
保
険
薬
局
で
な
く
な
つ
た

と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
薬
局
の
名
称
及
び
所
在
地

二
　
指
定
を
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
指
定
の
年
月
日
、
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
が
指
定
の
取
消
し
又
は
辞
退
に
よ
つ
て
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
で
な
く
な
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
指
定

の
取
消
し
又
は
辞
退
の
効
力
発
生
の
年
月
日

（
準
用
）

第
二
条
　
健
康
保
険
法
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
八
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
の
指
定
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
診
療
所
又
は
薬
局
に
つ
い
て
の
当
該
指
定
に
関
す

る
公
示
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
名
簿
）

第
三
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
保
険
医
名
簿
及
び
保
険
薬
剤
師
名
簿
を
備
え
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
登
録
の
記
号
及
び
番
号
並
び
に
登
録
年
月
日

二
　
氏
名
及
び
生
年
月
日

三
　
医
籍
若
し
く
は
歯
科
医
籍
又
は
薬
剤
師
名
簿
の
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

（
登
録
票
）

第
四
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
の
登
録
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
保
険
医
登
録
票
又
は
保
険
薬
剤
師
登
録
票
（
次
条
に
お
い
て
「
登
録
票
」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
登
録
票
の
再
交
付
等
）

第
五
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
か
ら
登
録
票
の
再
交
付
又
は
書
換
え
交
付
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
登
録
票
を
再
交
付
し
、
又
は
こ
れ
を
書
き
換
え
て
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
に
関
す
る
公
示
）

第
六
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
保
険
医
若
し
く
は
保
険
薬
剤
師
の
登
録
を
し
た
と
き
、
又
は
保
険
医
若
し
く
は
保
険
薬
剤
師
が
登
録
の
取
消
し
若
し
く
は
抹
消
の
請
求
に
よ
つ
て
保
険
医
若
し
く
は
保
険
薬
剤
師
で
な
く
な
つ
た
と
き
は
、

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
速
や
か
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
医
師
若
し
く
は
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
の
氏
名
並
び
に
登
録
の
記
号
及
び
番
号

二
　
登
録
を
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
登
録
の
年
月
日
、
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
が
登
録
の
取
消
し
又
は
抹
消
の
請
求
に
よ
つ
て
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
で
な
く
な
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
登
録
の

取
消
し
又
は
抹
消
の
年
月
日

（
権
限
の
委
任
）

第
七
条
　
こ
の
政
令
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
さ
れ
た
権
限
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
方
厚
生
支
局
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
厚
生
労
働
省
令
へ
の
委
任
）

第
八
条
　
こ
の
政
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
に
係
る
法
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
に
係
る
法
第
六
十
四
条
の
登
録
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
二
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
二
月
二
一
日
政
令
第
一
四
号
）
　
抄

こ
の
政
令
は
、
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
六
年
三
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
九
月
七
日
政
令
第
二
六
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
九
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
九
月
二
日
政
令
第
二
八
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
療
養
取
扱
機
関
の
申
出
の
受
理
及
び
特
定
承
認
療
養
取
扱
機
関
の
承
認
並
び
に
国
民
健
康
保
険
医
及
び
国
民
健
康
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
六
条
　
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
五
十
六
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
と
み
な
さ
れ
た
国
民
健
康
保
険
医
又
は
国
民
健
康
保
険
薬

剤
師
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
係
る
こ
の
政
令
に
よ
る
廃
止
前
の
療
養
取
扱
機
関
の
申
出
の
受
理
及
び
特
定
承
認
療
養
取
扱
機
関
の
承
認
並
び
に
国
民
健
康
保
険
医
及
び
国
民
健
康
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
（
以
下

1



こ
の
条
に
お
い
て
「
国
保
登
録
政
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
に
規
定
す
る
国
民
健
康
保
険
医
名
簿
及
び
国
民
健
康
保
険
薬
剤
師
名
簿
を
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
の
承
認
並
び
に
保
険
医

及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
健
保
登
録
政
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
に
規
定
す
る
保
険
医
名
簿
及
び
保
険
薬
剤
師
名
簿
と
、
国
保
登
録
政
令
第
五
条
に
規
定
す
る
国
民
健
康
保
険
医
登
録
票
及

び
国
民
健
康
保
険
薬
剤
師
登
録
票
を
健
保
登
録
政
令
第
五
条
に
規
定
す
る
保
険
医
登
録
票
及
び
保
険
薬
剤
師
登
録
票
と
み
な
し
て
、
健
保
登
録
政
令
を
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
七
月
一
〇
日
政
令
第
二
四
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
国
民
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
の
日
（
平
成
十
年
八
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
八
日
政
令
第
三
九
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
の
承
認
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
八
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
施
行
日
に
お
い
て
、
都
道
府
県
に
備
え
た
保
険
医
名
簿
及
び
保
険
薬
剤
師
名
簿
を
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
を
管
轄
す
る
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

２
　
地
方
分
権
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
百
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
四
十
三
条
ノ
五

第
一
項
、
第
四
十
三
条
ノ
十
一
第
二
項
又
は
第
四
十
三
条
ノ
十
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
登
録
等
の
行
為
が
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
た
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
係
る
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
の
承
認
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
政
令
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
登

録
票
は
、
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
の
承
認
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
（
次
項
に
お
い
て
「
新
政
令
」
と
い
う

。
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
登
録
票
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
旧
政
令
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
管
轄
都
道
府
県
知
事
に
対
し
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
で
、
施
行
日
前
に
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
、
新
政
令
第
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
管
轄
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
に
対
し
て
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
に
つ
い
て
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
み
な
し
て
、
新
政
令
を
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
〇
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
八
月
三
〇
日
政
令
第
二
八
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
八
月
三
〇
日
政
令
第
二
八
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
保
険
医
療
機
関
等
の
指
定
等
の
要
件
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
十
五
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
四
号
、
第
七
十
一
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
八
十
条
第
七
号
及
び
第
八
号
、
第
八
十
一
条
第
四
号
及
び
第
五
号
、
第
八
十
九
条

第
四
項
第
五
号
及
び
第
六
号
並
び
に
第
九
十
五
条
第
八
号
及
び
第
九
号
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
し
た
行
為
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
者

に
係
る
当
該
刑
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

２
　
健
康
保
険
法
第
八
十
条
第
九
号
、
第
八
十
一
条
第
六
号
及
び
第
九
十
五
条
第
十
号
の
規
定
は
、
施
行
日
前
に
し
た
違
反
に
よ
り
こ
れ
ら
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
者
に
係
る
当
該
違
反
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３
　
健
康
保
険
法
第
八
十
九
条
第
四
項
第
四
号
の
規
定
は
、
施
行
日
前
に
同
法
第
九
十
五
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
り
施
行
日
前
若
し
く
は
施
行
日
以
後
に
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
に
係
る
同
法
第
八
十
八
条
第
一
項

の
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
に
係
る
当
該
取
消
し
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
九
月
二
四
日
政
令
第
三
〇
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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